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観光客向け手荷物当日配送業務 仕様書 

 
１ 業務名 

観光客向け手荷物当日配送業務 

 
２ 業務の目的 

本業務は、札幌市内都心部と定山渓地域との間において、観光客が携行する手荷

物を配送するサービスを提供することで、同区間における公共交通機関の混雑緩和

や輸送力向上に繋げ、オーバーツーリズムの未然防止・抑制及び観光客の満足度を

向上させることを目的とする。 

 

３ 業務期間 

契約締結日から令和７年３月 31 日（月）まで 

 

４ 業務内容 

⑴ 概要 

ア 札幌市内都心部と南区定山渓地域との間において、一方の地域で観光客等の

手荷物を預かり、当日中にもう一方の地域へ配送すること。 

イ 配送サービスの実施期間は、令和７年１月 15 日（水）から２月 28 日（金）

までとする。 

ウ 本サービスは事前予約制とし、予約受付は前日 23 時まで可能とすること。 

エ 上記の事前予約後、当日 12 時までに預かった手荷物は、災害等やむを得な

い場合を除き、原則として当日 18 時までに目的地へ配送すること。 

オ 配送料として、利用者から一定の料金を徴収するものとし、徴収した配送料

は本業務実施に係る費用に充てること。なお、配送料は企画提案で提案された

額を原則とする。 

カ 紙媒体のパンフレット配布や SNS 等を用いて、観光客向けの事業周知を行

うこと。特に外国人観光客を主眼に置き、多言語対応させること。 

 

⑵ 予約システム 

ア ⑴のサービスの利用申込みを行うために、スマートフォンのみで簡潔に完了

できる事前予約システムを用意すること。 

イ システムは iOS や Android 等、スマートフォン用の一般的な OS で利用可

能なものであること。 

ウ 予約時にシステム上で配送料の支払いが可能なものとし、支払方法はクレジ

ットカード決済が可能とすること。 

エ システムは日本語のほか、少なくとも英語、中国語（簡体字・繁体字）に対

応させること。 
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⑶ 都心部における手荷物集配所の設置・運営 

ア 札幌市内都心部（概ね JR 札幌駅から地下鉄すすきの駅の間）において、事

前予約した手荷物の受付及び配送後の荷物引渡しを行う場所（以下、「集配所」

という。）を 2 か所以上設置すること。 

イ 集配所の設置場所は、受託者が確保すること。 

ウ 集配所の開所時間は９時 00 分から 20 時 00 分までとし、上記⑴イに定め

る実施期間中は原則として毎日開所すること。 

 

⑷ 定山渓地区における手荷物受付・引渡し体制の構築 

ア 南区定山渓地区における手荷物の受付・引渡しを行う場所は、同地区で営業

を行う宿泊施設及びこれに類する施設（以下、「宿泊施設等」という。）とする。 

イ 上記に係る宿泊施設等との調整は、委託者及び受託者が協力して行うものと

し、可能な限り多くの宿泊施設等が対応可能となるよう努めること。 

ウ 本業務への対応が各宿泊施設等の負担とならないよう、手続きの大半を⑵の

予約システムで完結させ、受付当日の宿泊施設等での対応は最小限のものとす

ること。 

エ 受託者は、必要に応じ、各宿泊施設等に対して本業務の対応に必要な事項に

ついての説明・研修等を実施すること。 

 

⑸ 報告書等の作成・提出 

上記⑴～⑷までの業務実施に係る計画書や、実施結果等をまとめた報告書を作

成し、委託者に提出すること。報告書については、利用者へのアンケート調査な

どによる利用者の意見・感想等を盛り込むこと。 

なお、報告書等の作成にあたっては、事前に委託者と協議を行うこと。報告書

については電子データでも提出すること。 

ア 契約後速やかに提出する書類 

(ｱ) 業務実施計画書 １部 

(ｲ) 業務工程表 １部 

イ 業務完了時に提出する書類 

(ｱ) 完了届 １部 

(ｲ) 報告書 ５部 

 

⑹ その他 

ア 業務着手時や業務履行中など、必要に応じて委託者と打合せを行うこと。 

イ 手荷物の紛失や誤配送等を防止するための対策を講じること。 

ウ 手荷物の紛失や誤配送等による利用者とのトラブルや、利用者が所定の時刻

までに荷物を受取りに来ないなどの事態が発生した場合は、受託者が責任をも

って事態解決を図るものとし、適宜委託者に報告すること。 
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５ 成果物 

本業務の成果物として、３で定める業務期間の最終日までに、本業務４⑸イで定

める書類を委託者に提出すること。 

 

６ 著作権 

⑴ 受託者は、委託者に対し、本件契約に基づく成果物（以下「本著作物」という。）

に関連する著作権（著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 27 条及び第 28 

条に規定する権利を含む。）を、譲渡するものとする。 

⑵ 受託者は、本著作物に関する著作者人格権を、委託者又は委託者が指定する第

三者に対して行使しないものとする。 

⑶ 受託者は、委託者に対し、受託者が本著作物を創作したこと又は適正な著作権

の譲渡を受けていること及び第三者の著作権、著作者人格権及びその他特許権、

商標権を含むいかなる知的財産権を侵害するものではないことを保証する。 

⑷ 本著作物の利用について、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じたと

きは、受託者は自己の費用及び責任においてこれを解決するものとし、かつ委託

者に何らかの損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 

 

７ 個人情報 

業務に際し、個人情報を取り扱う場合においては、別記「個人情報の取扱いに関

する特記事項」に基づき、適切な措置を講じること。 

 

８ 留意事項 

⑴ 業務の履行にあたっては、法令、条例等を遵守し適正な取り扱いを確保するこ

と。また、委託者と常に連絡を取って十分な打ち合わせをし、その指示によって

行うこと。必要に応じ、業務執行ごとにその案を提出し、指示を受けた後に業務

を進めること。 

⑵ 本業務の履行において不明な点が発生した場合、または本仕様書に定めのない

事項については、随時、委託者と受託者との間で十分な協議を行い、決定するも

のとする。 

⑶ 本業務の遂行にあたり、事故やトラブル等が生じた場合は、速やかに委託者へ

報告の上、受託者の責任において関係者へ誠実に対応すること。 

⑷ 本業務の履行に伴い受託者が提供を受けたデータ及び打合せ、資料、計画等の

内容については、本業務の目的にのみ使用し、第三者に提供してはならない。 

⑸ 本業務に付帯する作業については、本仕様書に明記されていない事項であって

も履行すること。 

⑹ 成果物が本仕様書に反することが判明した場合、受託者は、納品後であっても

データの修正を行うこと。 
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(別記) 

個人情報の取扱いに関する特記事項 

 

 （個人情報の保護に関する法令等の遵守） 

第１条 受託者は、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号。以下「個

人情報保護法」という。）、個人情報保護委員会が定める「個人情報の保護に関する法

律についての事務対応ガイド（行政機関等向け）」（以下「事務対応ガイド」という。）、

「札幌市情報セキュリティポリシー」等に基づき、この個人情報の取扱いに関する特

記事項（以下「特記事項」という。）を遵守しなければならない。 

 

 （管理体制の整備） 

第２条 受託者は、個人情報（個人情報保護法第２条第１項に規定する個人情報をいう。

以下同じ。）の安全管理について、内部における管理体制を構築し、その体制を維持し

なければならない。 

 

 （管理責任者及び従業者） 

第３条 受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を定め、書面（当該

書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。）により委託者に報告

しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を変更する場合の手続を

定めなければならない。 

３ 受託者は、保護管理者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その

承認を得なければならない。 

４ 受託者は、従業者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければな

らない。 

５ 保護管理者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう従業者を監督しなけれ

ばならない。 

６ 従業者は、保護管理者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければなら

ない。 
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 （取扱区域の特定） 

第４条 受託者は、個人情報を取り扱う場所（以下「取扱区域」という。）を定め、業務

の着手前に書面により委託者に報告しなければならない。 

２ 受託者は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承

認を得なければならない。 

３ 受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場

所から持ち出してはならない。 

 

 （教育の実施） 

第５条 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項

における従業者が遵守すべき事項その他本委託等業務の適切な履行に必要な教育及び

研修を、従業者全員に対して実施しなければならない。 

２ 受託者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制

を確立しなければならない。 

 

 （守秘義務） 

第６条 受託者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者

に漏らしてはならない。 

２ 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個

人情報を他に漏らさないようにしなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とす

る。 

４ 受託者は、本委託等業務に関わる保護管理者及び従業者に対して、秘密保持に関す

る誓約書を提出させなければならない。 

 

 （再委託） 

第７条 受託者は、やむを得ない理由がある場合を除き、本委託等業務の一部を第三者

へ委託（以下「再委託」という。）してはならない。 

２ 受託者が再委託する場合には、あらかじめ委託者に申請し、委託者から書面により

承諾を得なければならない。 
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３ 受託者は、本委託等業務のうち、個人情報を取り扱う業務の再委託を申請する場合

には、委託者に対して次の事項を明確に記載した書面を提出しなければならない。 

 (1) 再委託先の名称 

 (2) 再委託する理由 

 (3) 再委託して処理する内容 

 (4) 再委託先において取り扱う情報 

 (5) 再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策 

 (6) 再委託先に対する管理及び監督の方法 

４ 受託者は、前項の申請に係る書面を委託者に対して提出する場合には、再委託者が

委託者指定様式（本契約締結前に受託者が必要事項を記載して委託者に提出した様式

をいう。）に必要事項を記載した書類を添付するものとする。 

５ 委託者が第２項の規定による申請に承諾した場合には、受託者は、再委託先に対し

て本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して再委託先の全て

の行為及びその結果について責任を負うものとする。 

６ 委託者が第２項から第４項までの規定により、受託者に対して個人情報を取り扱う

業務の再委託を承諾した場合には、受託者は、再委託先との契約において、再委託先

に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 

７ 前項に規定する場合において、受託者は、再委託先の履行状況を管理・監督すると

ともに、委託者の求めに応じて、その管理・監督の状況を適宜報告しなければならな

い。 

 

 （複写、複製の禁止） 

第８条 受託者は、本委託等業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情

報が記録された資料等を、委託者の許諾を得ることなく複写し、又は複製してはなら

ない。 

 

 （派遣労働者等の利用時の措置） 

第９条 受託者は、本委託等業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者

に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなけ

ればならない。 



 

4 

 

２ 受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果につい

て責任を負うものとする。 

 

 （個人情報の管理） 

第１０条 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を保持している間は、事

務対応ガイドに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めると

ころにより、当該個人情報の管理を行わなければならない。 

 (1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する従業者を明確化

し、取扱規程等を策定すること。 

 (2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情

報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し

を行うこと。 

 (3) 従業者の監督・教育を行うこと。 

 (4) 個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体

等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除並びに機器及び電子媒体等の

廃棄を行うこと。 

 (5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び

情報漏えい等の防止を行うこと。 

 

 （提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第１１条 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報について、本委託等業務

以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。 

 

 （受渡し） 

第１２条 受託者は、委託者と受託者との間の個人情報の受渡しを行う場合には、委託

者が指定した手段、日時及び場所で行うものとする。この場合において、委託者は、

受託者に対して個人情報の預り証の提出を求め、又は委託者が指定する方法による受

渡し確認を行うものとする。 
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 （個人情報の返還、消去又は廃棄） 

第１３条 受託者は、本委託等業務の終了時に、本委託等業務において利用する個人情

報について、委託者の指定した方法により、返還、消去又は廃棄しなければならない。 

２ 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事

前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処

理予定日を書面により委託者に申請し、その承諾を得なければならない。 

３ 受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合は、

これに応じなければならない。 

４ 受託者は、前３項の規定により個人情報を廃棄する場合には、当該個人情報が記録

された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必

要な措置を講じなければならない。 

５ 受託者は、個人情報を消去し、又は廃棄した場合には、委託者に対してその日時、

担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録した書面で報告しなければならない。 

 

 （定期報告及び緊急時報告） 

第１４条 受託者は、委託者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた

場合は、直ちに報告しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなけ

ればならない。 

 

 （監査及び調査） 

第１５条 委託者は、本委託等業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に

基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受託者及び再委

託者に対して、実地の監査又は調査を行うことができる。 

２ 委託者は、前項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本委

託等業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 

 

 （事故時の対応） 

第１６条 受託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故（個人情報保護法

違反又はそのおそれのある事案を含む。）が発生した場合は、その事故の発生に係る帰

責の有無にかかわらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、
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件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、委託者の指示に従わなけれ

ばならない。 

２ 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、委託者その他の関係

者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実

施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 

３ 委託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要

に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 

 

 （契約解除） 

第１７条 委託者は、受託者が特記事項に定める業務を履行しない場合は、特記事項に

関連する委託等業務の全部又は一部を解除することができる。 

２ 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託

者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 

 

 （損害賠償） 

第１８条 受託者の責めに帰すべき事由により、特記事項に定める義務を履行しないこ

とによって委託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、そ

の損害を賠償しなければならない。 


